
 1

任意継続被保険者制度のご案内 
 

 

 

愛知県情報サービス産業健康保険組合 

 

 

 

 任意継続被保険者制度は、会社を退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条

件をもとに個人の希望により最長２年間、被保険者となることができる制度です。 

任意継続被保険者になれる条件等につきましては、次のとおりです。 

 

■ 任意継続被保険者になれる条件 

・被保険者期間(在職期間)が継続して２ヶ月以上あること 

・資格喪失日(退職日の翌日)から２０日以内に、健康保険組合まで届け出ること 

 

■ 保険料・保険給付・保健事業 

保 険 料 

 

●任意継続被保険者の保険料は、事業主負担分がなくなりますので、退職

時の保険料の２倍となります。ただし、保険料には上限があり、前年度

の当健康保険組合平均標準報酬月額の保険料が上限になります。 

 

保険給付 

 

●医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。 

 

●在職中と同様の保険給付金（傷病手当金及び出産手当金を除く）を、原

則受けることができます。 

 ※資格喪失後に傷病手当金及び出産手当金の給付対象になるのは、任意

継続とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り

ます。 

 

保健事業 ●在職中と同じ保健事業の助成が受けられます。 

 

国民健康保険料の軽減制度について 

  倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険特定受給資格者)及び雇止めなどにより離 

職された方（雇用保険特定理由離職者）の国民健康保険料を軽減する制度があります。   

この軽減制度により、国民健康保険の保険料が当健康保険組合の任意継続健康保険の 

保険料より少なくなる場合があります。 

  軽減制度の詳細につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 
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１．加入手続き 

 

■ 健康保険組合窓口で任意継続の申請を行う場合 

 

①健康保険組合へ任意継続被保険者資格取得申請書と保険料を持参してください。 

被扶養者がいるときは、被扶養者(異動)届と添付書類も持参してください。 

②健康保険の資格喪失手続きが完了しているときは、任意継続取得手続きを行うことがで

きます。 

但し、事業所から健康保険組合へ資格喪失届が提出されていない場合は、任意継続取得

の手続きができません。健康保険組合窓口にお越しになる場合には、事前に資格喪失処

理状況についてお問い合わせください。 

  

 

 ●ご注意ください 

令和６年１２月２日より健康保険証の新規交付廃止に伴い、健康保険組合窓口にお越し 

いただき、任意継続取得手続きを行われた場合でも、「資格情報のお知らせ」や「資格確 

認書（マイナ保険証未保有者のみ）」の即日交付はできませんので、ご了承ください。後日、 

申請いただいたご住所に交付物を郵送いたします。（発送まで１週間程度掛かります） 

 

 

 

■ 郵送で任意継続の申請を行う場合 

 

①任意継続被保険者資格取得申請書に必要事項記入後、健康保険組合へ郵送してください。

被扶養者がいるときは、被扶養者(異動)届と添付書類も郵送してください。 
②健康保険組合は、任意継続被保険者資格取得申請書を受理すると、申請者へ任意継続被

保険者納付書及び領収書を発送します。 

③任意継続被保険者納付書及び領収書が届きましたら、納付期日までに保険料を納付して

ください。 

④健康保険組合が、銀行からの入金確認ができましたら、申請者「資格情報のお知らせ」

や「資格確認書」を送付します。（入金確認に１週間程度かかる場合があります。ご了承

ください。） 

 

 

＊任意継続被保険者資格取得された際に、「健康保険任意継続被保険者資格取得について」

というご案内をお渡しいたしますので、必ずお読みください。 

 

＊お手元に「資格情報のお知らせ」が届き次第、マイナ保険証をご利用いただけます。 
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２．保険料の納付方法 

 

 保険料の納付方法は、毎月納付する方法（月納制度）とまとめて先払いする方法（前納

制度）があります。なお、保険料の自動引落しは行っておりません。 

 

■ 月納制度 

申請月以降の任意継続保険料の納付方法は、毎月１日にご自宅に郵送される納付書に 

よる納付方法となります。納付書は、その月の１０日までに納付してください。 

 ・１０日が土日、祝祭日の場合は、翌銀行営業日までとなります。納付期日までに納

付がない場合は、納付期日の翌日に資格喪失になります。 

   

●ご注意ください 

  任意継続被保険者制度は毎月保険料を納付することによって継続する制度のため、 

次の事項にご注意ください。 

１．納付期日までに納付がない場合、健康保険法第３８条により資格喪失になります。 

２．保険料納付書は、毎月１日に郵送します。各月の５日までにお手元に届かない場

合、また紛失した場合は、お手数ですが当健康保険組合までご連絡ください。 

３．納付期日の過ぎた納付書は使用できません。 

 

■ 前納制度 

任意継続の被保険者が保険料の一括納付を希望する場合は、６ヶ月単位または１２ヶ 

月単位（下記、Ａ，Ｂ，Ｃ）の前納することができます。保険料の前納をした場合は、 

保険料の割引（年４％複利現価法による）が適用されます。 

保険料の前納制度は、任意継続取得申請時と当健康保険組合からの前納希望ご案内時 

（２月下旬及び８月下旬）に行うことができます。 

 ①６ヶ月分の前納 

   （Ａ）４月分から９月分まで （Ｂ）１０月分から翌年３月分まで 

②１２ヶ月分の前納 

   （Ｃ）４月分から翌年３月分まで 

   

  前納保険料を期日までに納付できない場合は、月納制度へ自動的に切り替えとなります。 

 

３．資格の喪失 

 

次のいずれかに該当した場合、健康保険法第３８条により資格を喪失しますので、「資 

格確認書」を交付されている方は、すみやかに返納してください。（カッコ内は資格を

喪失する日です。） 

 

１．任意継続被保険者となった日から２年を経過したとき。（「健康保険任意継続被保

険者資格取得について」に記載された資格喪失予定年月日） 

２．死亡したとき。（死亡日の翌日） 

３．保険料を納付期日までに納付しなかったとき。（納付期日の翌日） 
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４．就職により他の健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となったとき。（被保険

者資格を取得した日） 

５．後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。（７５歳になった日、または一定の

障害状態になり後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日） 

６．本人の申出があったとき（申出が受理された日の属する月の翌月１日） 

 

●ご注意ください 

任意継続被保険者の資格取得をした月に、就職等で他の健康保険の資格取得をされま

すと、任意継続保険料を返還できませんので、ご注意ください。（同月による資格取得・

喪失のため） 

 

資格喪失後にマイナ保険証・資格確認書は使えません 

任意継続の資格を喪失したときは､すみやかに資格確認書を返納してください。 

なお、資格喪失日以降に任意継続のマイナ保険証や資格確認書を使用したときは、

医療費等を返納していただきます。 

 

４．加入後の手続き 

 

 任意継続に加入後、下記の事項に該当した場合は、すみやかに当健康保険組合に届出を

してください。なお、各届出用紙は、当健康保険組合のホームページにてダウンロード

ができます。 

 

 ○住所が変わった場合 

   住所変更届をご提出していただきます。 

○氏名が変わった場合 

 氏名変更届に資格確認書（※）を添付してご提出していただきます。 

○資格確認書（※）を紛失した場合 

  資格確認書再交付申請書をご提出していただきます。 

 ○被扶養者に異動があった場合 

   被扶養者を追加するときは、被扶養者(異動)届に必要書類を添付してご提出いただ

きます。 

   被扶養者を削除するときは、被扶養者(異動)届と被扶養者の資格確認書（※）を添

付してご提出いただきます。（被保険者証をお持ちの方は、ご返却ください） 

 ○就職して別の健康保険に加入した場合 

   任意継続被保険者資格喪失申出書、就職先の資格情報のお知らせ（写し）または資

格確認書（写し）、現在お手持ちの任意継続の資格確認書（※）をご提出していただ

きます。（被保険者証をお持ちの方は、ご返却ください） 

                    

（※）・・・当健康保険組合から交付ある方のみ 

 

その他ご不明な点がございましたら、当健康保険組合までご連絡ください。 

                   ＴＥＬ ０５２－２２２－６５５０ 


